
 
障がい者差別解消や合理的配慮について学びませんか 

 

 大阪府では、昨年４月に「大阪府障がい者差別解消条例」を改正し、「事業者による合理

的配慮の提供」を義務化したことを受けて、「障がい者差別解消」や「合理的配慮」につい

てわかりやすく学んでいただくための動画を作成しました。 

 フォーラム動画「身近な事例を基に障がい者差別解消について考える」では、関西テレビ

堀田篤アナウンサーを司会に迎え、実際に大阪府に寄せられた相談をもとにした事例を寸劇

で紹介し、ミサイルマン西代さんや有識者、障がい当事者、事業者の方々によるディスカッ

ションを通じて楽しみながら学んでいただくことのできる内容となっています。ぜひ社内研

修等でご活用ください。 

 また、講義動画では障害者差別解消法や大阪府障がい者差別解消条例等について解説して

おりますので、こちらも併せてご活用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ＜お問合せ先＞ 

          大阪府福祉部障がい福祉企画課権利擁護グループ 

          電話：06-6944-6271   ファックス：06-6942-7215 

          電子メール：syogaikikaku-02@gbox.pref.osaka.lg.jp 

関西テレビ 

アナウンサー 

堀田 篤さん 

ミサイルマン 

西代 洋さん 

◎フォーラム動画「身近な事例を基に障がい者差別解消について考える」（約65分） 

◎講義動画「障害者差別解消法の理解と対応」（約25分） 

動画はこちらから 

 https://www.youtube.com/watch?v=kWVi9sRNPNc 

※こちらの動画は2023年2月8日までの公開の予定です。 

※２事例を紹介しており、１事例のみなら半分程度の所要時間となります。 

 

動画はこちらから 

 https://www.youtube.com/watch?v=snfKtP5umaU 
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 大阪府、府内全市町村、障がい者団体等で構成する 

「大阪ふれあいキャンペーン」では、障がいに関する様々な情報を発信する 
SNSを始めました。ぜひ、フォローして下さい。 

【掲載内容】 
■障がい理解の取組み例の紹介 
■各障がいについてご紹介 
 （困りごとや配慮してほしいこと等） 

■イベント情報           等 

【掲載例】 

「共に生きる障がい者展 
（ともいき）」のご紹介 

① 

障がいについてのご紹介 ② 

Instagram Twitter 

大阪ふれあいキャンペーン 

（大阪ふれあいキャンペーンとは） 
 大阪府と府内 43全市町村と障がい者団体及び 
地域福祉団等４４団体の、計８８団体で構成。 
協賛企業・団体等の協力も得ながら、 
障がいに関するさまざまな啓発事業を展開しています。 
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ヤングケアラーとは・・・

（ヤングケアラーには法令上の定義はありませんが、）
一般に、本来大人が担うと想定されているような家事や家族の世話などを日常的に
行っていることで、負担を抱える、もしくは、子どもの権利が侵害されている可能性があ
る18歳未満の子ども

※「多機関・多職種連携によるヤングケアラー支援マニュアル～ケアを担う子どもを地域で支えるために～」（R4.3）より

厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/young-carer/
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（参考）
〇説明動画（5分程度）
「ヤングケアラーについて ～子どもたちに関わるみなさんへ～」
https://www.youtube.com/watch?v=sKixHFPAxlU

〇大阪府ホームページ 「ヤングケアラーへの支援」
https://www.pref.osaka.lg.jp/chiikifukushi/youngcarer/index.html

〇厚生労働省ホームページ 「子どもが子どもでいられる街に。」
https://www.mhlw.go.jp/young-carer/

ヤングケアラーとそのご家族の支援に向けて

Ø ヤングケアラーへの正しい理解を！
Ø世帯全体を支援する視点を持って
Ø福祉、介護、医療、教育など様々な関係機関との連携を！

【調査対象】府立高校生全員（102,630人）
【調査期間等】令和3年9月3日～10月31日、回答者数：20,182人（回答率約19.7％）

◆ 世話をしている家族が「いる」と回答したのは、回答者全体の6.5％

◆世話をしている家族が「いる」と回答した生徒（1,312人）のうち、
学校名を明らかにした者（783人）の在籍校は149校中132校
（約9割）にのぼる

※きょうだいの状況（複数回答）
幼い63.1％、身体障がい2.8％、知的障がい7.6％、
精神疾患・依存症（疑い含む）2.6％、病気 3.0％

●「いる」と答えた生徒のうち、世話をしている家族の内訳
（複数回答）

21.4%
8.7%

41.2%
15.7%

30.8%

無回答
その他

きょうだい(※)
祖⽗⺟
⽗⺟

●世話をしているために、やりたいけれどできていないこと
（上位５項目・複数回答）

42.3%
8.5%
12.0%
13.0%

10.0%

特にない

友人と遊ぶことができない

睡眠が十分に取れない

自分の時間が取れない

宿題をする時間や勉強する時間が取れない

府立高校におけるヤングケアラーに関する調査結果から（WEB調査）

大阪府福祉部地域福祉推進室地域福祉課
電話︓06-6944-7602 ファクシミリ︓06-6944-6681 メール︓chiikifukushi-g04@gbox.pref.osaka.lg.jp
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はじめての方へ サイトマップホーム > 福祉・子育て > 障がい児・障がい者 > 障がい福祉サービス指定事業者のページ > 防犯に係る安全の確保について

防犯に係る安全の確保について

更新日：平成30年5月2日

防犯対策マニュアル（ひな型）【大阪府版】について

各施設・事業所等における防犯に係る安全確保対策を推進していただくため、大阪府では、平成28年9月15日付け厚生労働省通知「社会福祉施設等における防犯に係る

安全の確保について」等を参考に、防犯対策マニュアルのひな型を作成しました。

防犯対策マニュアルの作成又は見直しの参考として、ご活用ください。                                                                   

また、防犯に係る自主点検表も再掲します。点検項目は、各施設等における取組みやサービス種別、地域の実情等の実態を踏まえて、適宜、追加・修正等を行ってくださ

い。

防犯対策マニュアル（ひな型） [Wordファイル／251KB]

社会福祉施設等における防犯に係る安全の確保に関する自主点検表（再掲） [Wordファイル／181KB] ※大阪府や市町村に提出いただく必要はありません。

社会福祉施設等における防犯に係る安全の確保対策の実態調査（厚生労働省社会福祉推進事業）の結果について

厚生労働省社会福祉推進事業により、株式会社インターリスク総研が実施しました標記調査の調査結果に加え、この度、地域に開かれた社会福祉施設等の防犯・安全確

保に関するハンドブックが作成されましたので、 ご案内いたします。

【参考】（株式会社インターリスク総研ホームページ）

「社会福祉施設等における防犯に係る安全の確保対策に関する調査研究事業報告書」

URL：http://www.irric.co.jp/pdf/reason/research/2017_bouhan_report.pdf

「地域に開かれた社会福祉施設等の防犯・安全確保に関するハンドブック」

URL：http://www.irric.co.jp/pdf/reason/research/2017_bouhan_handbook.pdf

社会福祉施設等における防犯に係る安全の確保対策の実態調査の結果について(厚生労働省） [PDFファイル／42KB]

防犯に係る安全の確保に関する取り組み状況調査（大阪府実施）

平成２８年７月に発生した、神奈川県相模原市の障がい者支援施設における殺傷事件を契機として、本府におきましては、防犯に係る安全の確保に関する取組状況の調

査を実施しました。今回、取組事例を下記のとおり、取りまとめましたのでご参考願います。

防犯に係る安全の確保に関する取組事例について [Wordファイル／32KB]

この殺傷事件を受け、厚生労働省通知（平成２８年９月１５日障障発０９１５号「社会福祉施設等における防犯に係る安全の確保について」）の記載事項を参考に、防犯に係

る自主点検表を作成しました。

 点検項目は、各施設等における取組みやサービス種別、地域の実情等の実態を踏まえて適宜、追加・修正等を行ってください。

社会福祉施設等における防犯に係る安全の確保に関する自主点検表 [Wordファイル／181KB]

  ※大阪府や市町村に提出いただく必要はありません。

関係通知

社会福祉施設等における防犯に係る安全の確保について [PDFファイル／298KB]（平成２８年９月１５日 厚生労働省通知）

津久井やまゆり園の事件による不安を和らげる心のケアの充実について（府通知） [Wordファイル／27KB](平成２８年８月１２日 府通知）

津久井やまゆり園の事件による不安を和らげる心のケアについて [PDFファイル／844KB]（平成２８年８月１０日 厚生労働省通知）

警察との協力・連携体制の構築について [Wordファイル／28KB]（平成２８年８月８日 府通知）

別紙 [PDFファイル／43KB]

障がい児者の施設、事業所における安全管理の徹底について [Wordファイル／26KB]（平成２８年７月２６日 府通知）

社会福祉施設等における入所者等の安全確保について [PDFファイル／111KB]（平成２８年７月２６日 厚生労働省通知）

このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導グループ
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1つ前のページに戻る このページの先頭へ

大阪府
（法人番号  4000020270008）

本庁 〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目 （代表電話）06-6941-0351
咲洲庁舎 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 （代表電話）06-6941-0351

© Copyright 2003-2021 Osaka Prefecture,All rights reserved. 

お問合せ ユニバーサルデザインについて 個人情報の取り扱いについて このサイトのご利用について 
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障生第２３５５号 

令和２年２月 18日 

 

指定障がい福祉サービス事業者 様  

指定障がい児支援事業者 様  

  

                            大阪府福祉部長 

 

 

重大事件発生に備えた対応のお願い 

 

今般、府民に危害が及ぶ可能性のある重大事件の発生が続いており、各施設におかれまし

ても、訪問者の確認等、不審者への警戒や施設の施錠管理等にご注意をいただいているとこ

ろと思います。 

府では、裏面のとおり、重大事件の発生に関する情報やそれに対する対応等（施設の休館

やイベントの中止等）について、情報を発信しています。各施設におかれましては、これら

情報を積極的にご活用いただき、施設の対応検討に引き続き遺漏なきようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 

 〒540－8570 

大阪府 福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課 

指定・指導グループ   

電話：０６－６９４４－６０２６（直通） 

fax ：０６－６９４４－６６７４ 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：seikatsukiban@sbox.pref.osaka.lg.jp 

 

 ・・・・・ 
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【重大事件発生に関する府の情報発信ツール】 

 

 

 

 

 

 

情 報 発信ツール 

府内の重大事件の

把握 

大阪府警察安まちメール 

(http://www.info.police.pref.osaka.jp/) 

・犯罪発生情報（発生日時/発生場所/概要等）や犯罪対策情報等を警

察署からリアルタイムにお知らせする情報提供サービス。「重大事件

情報」を登録時に選択いただくと、府内の重大事件について、メー

ルで情報提供がされます。 

・別紙をご参考にご登録ください。 

府から府民への注

意喚起/施設・学校

の休館等の把握 

治安対策課ツィッター 

(https://twitter.com/osaka_chiantai) 

・安全なまちづくりのための情報を発信。 

もずやんツィッター 

(https://twitter.com/osakaprefPR?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp

%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor) 

 ・大阪府の公式アカウント。大阪府広報担当副知事もずやんが大阪府

のお知らせ等を発信。 

※両ツィッターでは、一般的な情報提供に加え、重大事件に対する大阪

府の対応（各施設の休館やイベントの中止等）について、必要に応じ

て情報発信を行います。 

障がい福祉サービ

ス事業所等のお知

らせの把握 

大阪府障がい福祉サービス指定事業者のページ 

(http://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshido/jiritu_top/） 

障がい児支援指定事業者のページ 

(http://www.pref.osaka.lg.jp/chiikiseikatsu/syougaijisien/） 
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令和４年６月

大阪府福祉部福祉総務課

社会福祉施設等における
災害への備えについて
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社会福祉施設等における災害への備えについて

１ 社会福祉施設等の被災状況の把握

２ 社会福祉施設等におけるBCP（事業継続計画）の策定

３ 社会福祉施設等における地震防災対策マニュアルの作成

４ 非常災害対策計画の策定と避難訓練の実施

５ 水防法等に基づく避難確保計画の作成と避難訓練の実施

６ 津波防災地域づくりに関する法律に基づく避難確保計画の
策定と避難訓練の実施

７ 社会福祉施設における災害時の
施設間相互応援協定締結のためのガイドライン

8 大阪DWAT（大阪府災害派遣福祉チーム）について

（参考）避難行動要支援者における個別避難計画の作成について 2555



１ 社会福祉施設等の被災状況の把握

令和３年度より災害時情報共有システムを用いて、

以下の報告フローで社会福祉施設等の被災状況を把握

3

施設所在市町村の窓口一覧、様式（記載例）等は、

11頁の府ホームページに掲載556



２ 社会福祉施設等における
BCP（事業継続計画）の策定

利用者への支援等の重要な事業を中断させない、
または中断しても可能な限り短い期間で復旧させるために、
BCP（事業継続計画）の策定が有効。

※令和３年度報酬改訂に伴う運用基準の改正により、介護施設・事業所、障害福祉

サービス事業所等におけるBCPの策定が義務化（３年間の経過措置あり）

福祉部出先機関で策定しているBCP（地震災害想定）を基に、
作成のポイントとなる項目をまとめた参考事例や、厚生労働省
作成のガイドラインや研修動画を11頁の府ホームページに掲載
しています。

【作成ポイント】
◆非常時優先業務
◆業務継続のための業務資源・環境の確保
◆業務資源確保等のための平常時からの対策 4557



３ 地震防災対策マニュアル

社会福祉施設等が地震や風水害の発生への備えや
発生した場合の迅速な避難などを定める防災マニュアル
を作成することが有効。作成のポイントとなる項目をまと

めた手引書を11頁の府ホームページに掲載しています。

【手引書概要】
◆施設における地震防災対策の必要性について

◆平常時における地震防災対策

◆地震発生後の応急対策
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４ 非常災害対策計画の策定と避難訓練の実施

平成28年8月31日の台風10号に伴う暴風及び豪雨による
災害の発生に伴い、厚生労働省により通知
※令和２年７月豪雨による災害の発生に伴い、非常災害対策計画の策定及び避難訓練

実施状況の点検等について、厚生労働省により通知

【通知概要】
◆「高齢者等避難」、「避難指示」等の情報把握（施設管理者等）

※令和３年の災害対策基本法改正により変更

◆非常災害対策計画の策定及び避難訓練の実施（施設等）

※厚生省令等により義務付け

◆計画の策定状況及び避難訓練の実施状況等についての
点検及び指導・助言（府及び市町村）

国通知等を踏まえ、8月30日から９月５日までの「防災週間」などの機会を捉え、

防災訓練の実施や非常災害対策計画等の見直しに取り組んでいただき、

利用者の安全確保や防災意識の高揚に努めていただきますようお願いいたします。
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５ 水防法等に基づく
避難確保計画の作成と避難訓練の実施

水防法等の一部を改正する法律（平成29年6月19日施行）
により、以下の①②をともに満たしている場合、
社会福祉施設等において『避難確保計画の作成』と
『避難訓練の実施』が義務化

【避難確保計画の作成と避難訓練の実施が義務となる施設】

①浸水想定区域内又は土砂災害警戒区域内に存在している

②市町村地域防災計画に施設の名称と所在地が記載されている
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６ 津波防災地域づくりに関する法律に基づく
避難確保計画の策定と避難訓練の実施

津波防災地域づくりに関する法律に基づき、
以下の①②をともに満たしている場合、
社会福祉施設等において『避難確保計画の作成』と
『避難訓練の実施』が義務化

【避難確保計画の作成と避難訓練の実施が義務となる施設】

①津波災害警戒区域内に存在している

②市町村地域防災計画に施設の名称と所在地が記載されている
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７ 社会福祉施設における災害時の
施設間相互応援協定締結のためのガイドライン

災害時において、自らの施設だけでは対応できない場合の

「共助」として、施設間の応援体制整備のための手法である

施設間相互応援協定の締結について、協定に盛り込むべき

項目や留意点、事例などをまとめたガイドラインを作成

【ガイドライン概要】

◆社会福祉施設における災害時の施設間相互応援協定

（１）施設間相互応援協定とは （２）協定の目的と効果

◆施設間相互応援協定の内容

（１）締結主体 （２）協定内容

◆参考となる取組み
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８ 大阪ＤＷＡＴ（大阪府災害派遣福祉チーム）

10

チーム編成 活動場所 派遣期間 主な活動（支援）例

１チーム
５名程度

市町村が設置する小
学校等の一般避難所

１チーム
連続５日以内

・アセスメント（避難所への支援）
・相談支援（福祉ニーズの把握）
・日常生活の支援（食事・介護等）

【資格・職種】 介護福祉士、介護支援専門員、社会福祉士、看護師、理学療法士
精神保健福祉士、保育士、その他介護職員など

【平常時におけるチーム員・施設等の活動等について】
◆所属する施設・事業所の災害対応力の向上

事業所の避難訓練について、地域と共同で実施など
◆地域との連携＜大阪ＤＷＡＴの認知度アップ＞

地域のイベントへの参画、住民との訓練の共同実施など

◆福祉専門職（以下の資格・職種でチーム員養成研修を修了した者）

【大阪ＤＷＡＴ】 ※大阪ＤＷＡＴ登録数 ３６３名（令和４年３月末現在）
◆災害時における、長期避難者の生活機能の低下や要介護度の重度化など二次被害防止
のため、一般避難所で災害時要配慮者（高齢者や障がい者、子ども等）に対する福祉支援
を行う民間の福祉専門職等で構成されるチーム

【大阪ＤＷＡＴ概要】
◆活動は、被災地の復興と自立を支援するためのものであるため、原則１カ月程度

＜Ｒ４年度＞
新型コロナウイルスの状況を踏まえて実施検討
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社会福祉施設等における災害への備え
（府福祉総務課ホームページ）

11

「大阪府 社福 災害」で検索ください。
http://www.pref.osaka.lg.jp/fukushisomu/saigaisonae/index.html
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大阪府災害派遣福祉チーム（大阪DWAT）の設置について
（府地域福祉課ホームページ）

12

「大阪DWAT」で検索ください。
http://www.pref.osaka.lg.jp/chiikifukushi/ddwatto/index.html
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（参考）避難行動要支援者における
個別避難計画の作成について

【個別避難計画とは】

避難行動要支援者（高齢者、障がい者等）ごとに、避難支援者や避難先等の情報を記載した計画。

令和3年5月20日施行の災害対策基本法の改正により、市町村の努力義務化。

⇒市町村が地域防災計画に定めた避難行動要支援者のうち、優先度の高い者を選定し、

おおむね５年程度で作成することを目標とする。

（参考）個別避難計画で定める事項

①氏名 ②生年月日 ③性別 ④住所又は居所 ⑤電話番号その他の連絡先 ⑥避難支援等を必要

とする理由 ⑦避難支援等実施者 ⑧避難場所及び避難経路 ⑨市町村長が必要と認める事項

【個別避難計画の作成経費について】

令和３年度より市町村における個別避難計画の作成経費について新たに地方交付税措置。作成経費は、
これまでの事例等から福祉専門職参画に対する報酬や事務経費など一人あたり７千円程度要すると想定。

【大阪府における取組み】

内閣府の「令和3年度個別避難計画作成モデル事業」に府が採択。市町村職員及び福祉専門職を対象

とした研修会等を実施。令和４年度についても、避難行動要支援者支援のための個別避難計画作成促進
を目的とした研修を実施するなどして、市町村における個別避難計画作成を支援していく。

★計画作成においては、日ごろからサービス提供や利用調整などを通じて、避難行動要支援者の状態

や家族の事情等も把握されている福祉専門職の協力が重要

13
566



社会福祉施設等の被災状況報告 フロー図 

 厚生労働省 大阪府、政令・中核市 市町村（政令・中核市除く） 社会福祉施設等 

★ 

災

害 

発

生 

    

※救護施設等や災害時情報共有システムが使用できない場合については、被災状況整理表にて報告 

 ▶被災状況整理表はこちら 

  ［大阪府 社会福祉施設等の被災状況把握］ https://www.pref.osaka.lg.jp/fukushisomu/saigaisonae/hisaijyoukyou.html  

※状況に応じて⑤～⑧を繰り返し ※必要に応じて、市町村から施設等へ被災状況を確認。 

①災害時情報共有システムに

災害情報（台風○号、○○

地震など）の登録。 

対象都道府県等へシステム

への入力・報告を指示 

②システムにより施設等に

被災状況の報告を指示 

③被災状況をシステムに

入力 

⑧システム上で被災状況を確認 

※施設等が入力できない場合、原則、市町村が代理入力 

⑤被災状況が確認できない施

設等に対する報告を指示 

⑦被災状況をシステムに

入力 

⑥システムにより施設等に

被災状況の報告を指示 

④システム上で被災状況を確認 

※施設等が入力できない場合、原則、市町村が代理入力 
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「市町村名」 「担当部署名」 ＜電話番号＞ ≪FAX番号≫

大阪市 福祉局障がい者施策部障がい福祉課 ０６－６２０８－８０７１ ０６－６２０２－６９６２

堺市 健康福祉局 障害福祉部 障害支援課 ０７２－２２８－７４１１ ０７２－２２８－８９１８

岸和田市 福祉部障害者支援課 ０７２－４２３－９４６９ ０７２－４３１－０５８０

豊中市 福祉部障害福祉課事業所係 ０６－６８５８－２２２９ ０６－６８５８－１１２２

池田市 福祉部障がい福祉課 ０７２－７５４－６２５５ ０７２－７５２－５２３４

吹田市 障がい福祉室 ０６－６３８４－１３４６ ０６－６３８５－１０３１

泉大津市 保険福祉部障がい福祉課 ０７２５－３３－１１３１ ０７２５－３３－７７８０

高槻市 健康福祉部福祉指導課 ０７２－６７４－７８２１ ０７２－６７４－７８２０

貝塚市 福祉部障害福祉課 ０７２－４３３－７０１４ ０７２－４３３－１０８２

守口市 健康福祉部障がい福祉課 ０６－６９９２－１６３５ ０６－６９９１－２４９４

枚方市 健康福祉部福祉指導監査課 ０７２－８４１－１４６８（直通） ０７２－８４１－１３２２

茨木市 福祉部障害福祉課 ０７２－６２０－１６３６ ０７２－６２７－１６９２

八尾市 健康福祉部障がい福祉課 ０７２－９２４－３８３８ ０７２－９２２－４９００

泉佐野市 健康福祉部地域共生推進課 ０７２－４６３－１２１２ ０７２－４６３－８６００

富田林市 子育て福祉部障がい福祉課相談係 ０７２１－２５－１０００（内線434） ０７２１－２５－３１２３

寝屋川市 福祉部障害福祉課 ０７２－８３８－０３８２ ０７２－８１２－２１１８

河内長野市 福祉部障がい福祉課 ０７２１－５３－１１１１ ０７２１－５２－４９２０

松原市 福祉部障害福祉課 ０７２－３３７－３１１５ ０７２－３３７－３００７

大東市 福祉・子ども部障害福祉課 ０７２－８７０－９６３０（直通） ０７２－８７３－３８３８

和泉市 福祉部障がい福祉課 ０７２５－９９－８１３３ ０７２５－４４－０１１１

箕面市 健康福祉部健康福祉政策室 ０７２－７２７－９５１３ ０７２－７２７－３５３９

柏原市 福祉こども部障害福祉課 ０７２－９７２－１５０８ ０７２－９７２－２２００

羽曳野市 保健福祉部障害福祉課 ０７２－９４７－３８２３ ０７２－９５７-１２３８

門真市 保健福祉部障がい福祉課 ０６－６９０２－６１５４ ０６－６９０５－９５１０

摂津市 保健福祉部障害福祉課 ０６－６３８３－１３７４ ０６－６３８３－９０３１

高石市 保健福祉部高齢・障がい福祉課 ０７２－２７５－６２９４ ０７２－２６５－３１００

藤井寺市 健康福祉部福祉総務課障害者福祉担当 ０７２－９３９－１１０６ ０７２－９３９－０３９９

東大阪市 福祉部指導監査室障害福祉事業者課 ０６－４３０９－３１８７ ０６－４３０９－３８４８

泉南市 福祉保険部障害福祉課 ０７２－４８３－８２５２ ０７２－４８０－２１３４

四條畷市 健康福祉部障がい福祉課 ０７２－８７７－２１２１ ０７２－８７９－２５９６

交野市 福祉部障がい福祉課 ０７２－８９３－６４００ ０７２－８９５－６０６５

大阪狭山市 健康福祉部福祉グループ ０７２－３６６－００１１ ０７２－３６６－９６９６

阪南市 健康福祉部市民福祉課 ０７２－４７１－５６７８ ０７２－４７３－３５０４

島本町 健康福祉部福祉推進課 ０７５－９６２－７４６０ ０７５－９６２－５６５２

豊能町 保健福祉部福祉課福祉相談支援室 ０７２－７３８－７７７０ ０７２－７３８－３４０７

能勢町 福祉部福祉課 ０７２－７３１－２１５０ ０７２－７３１－２１５１

忠岡町 健康福祉部地域福祉課 ０７２５－２２－１１２２ ０７２５－２２－１１２９

熊取町 健康福祉部障がい福祉課 ０７２－４５２－６２８９ ０７２－４５３－７１９６

田尻町 民生部福祉課 ０７２－４６６－８８１３ ０７２－４６６－８８４１

岬町 しあわせ創造部福祉課 ０７２－４９２－２７００ ０７２－４９２－５８１４

太子町 健康福祉部福祉介護課 ０７２１－９８－５５１９ ０７２１－９８－２７７３

河南町 健康福祉部高齢障がい福祉課社会福祉係 ０７２１－９３－２５００ ０７２１－９３－４６９１

千早赤阪村 福祉課 ０７２１－２６－７２６９ ０７２１－７０－２０２１

社会福祉施設等の被災状況報告　市町村窓口一覧　【障がい福祉】
※　災害等で市町村役場に連絡がつかない場合は、

大阪府福祉総務課（電話：０６－６９４４－６６８６、ＦＡＸ：０６－６９４４－６６５９）
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